
当院は、厚生労働大臣が定める「口腔管理連携加算」の施設基準の適合について、

地方厚生局長に対して届出を行っております。

当院とは別の歯科医療機関との間で、入院患者さまへの機動的な口腔管理支援を提

供する連携体制を構築しており、入院中に口腔状態の課題から治療上の困難が生じ

た場合には、必要に応じて病棟内において以下の連携歯科医療機関による歯科訪問

診療（歯科診療）が実施される体制を整えております。

令和8年6月1日
イムス富士見総合病院
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口腔管理連携について

名 称：医療法人社団 彩明会 大宮デンタルクリニック

医師名：熊倉 美和

所在地：〒331-0813

埼玉県さいたま市北区植竹町1-755-2 TKビル1階

連絡先：048-664-1182
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連携関係にある歯科医療機関の名称

【主な支援内容】

・口腔内評価 ・口腔ケア ・摂食嚥下支援

・誤嚥性肺炎予防 ・必要時の歯科受診連携
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